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            JPIN 運用に係るエントリー代金について 
 
 拝啓 陽春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 日本テニス協会では、今年度からジュニア選手を対象とした、「ジュニア JPIN」制度の

運用を開始することとなりました。（別紙参照） 
 ジュニア JPIN 制度とは、JTA（日本テニス協会）が選手個人に登録番号を発行し、全国

統一ランキングの構築や、大会運営・WEB エントリー等のシステム化を図ることを目的と

したものです。 
 つきましては、本システム導入に伴い、JPIN 対象大会となる全国大会に係る山口県予選

に関しては、JTA の要請により、JPIN 運用経費としてエントリー代に 200 円を追加徴収

させていただくこととなりましたので、予めご了承願います。 
 
2019 年度におけるジュニア JPIN 対象の全国大会山口県予選（エントリー代追加対象大会） 
 ・RSK 全国選抜ジュニア山口県予選（5/25～26） 
 ・U15 全国選抜ジュニア（中牟田）山口県予選シングルス（6/29～30） 
 ・U15 全国選抜ジュニア（中牟田）山口県予選ダブルス（7/6） 
 ・全日本ジュニア選抜室内山口県予選（7/7） 
 ・MUFG ジュニア山口県予選（11/30～12/1） 
 ・ダンロップスリクソン全国選抜ジュニア山口県予選（2020/1/4～5） 
 
上記県内予選は、今年度からエントリー代が 1,800 円（1,600 円＋200 円）となります。 
（※全中予選、高校総体予選（インターハイ予選）は対象外） 
なお、RSK 全国選抜ジュニア山口県予選の追加代金 200 円については、すでにエントリー

受付期間中のため、試合当日に会場で徴収させていただきます。 
その他ご不明な点がありましたら、ジュニア委員会 川武までお問い合わせください。 
以上、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 



 

ジュニア JPIN（ジェーピン）がスタートします 

1. ジュニア JPIN とは 

JPIN（ジェーピン）とは “ Japan Personal Identification 

Number ”の略です。本来の意味は、選手のみなさん一人ひとりを

識別するために JTA が発行する選手登録番号です。JTA は、この選

手登録番号を活用し、大会を運営するための IT システムを提供して

います。このシステムを用いて提供される仕組み全体を「JPIN(ジ

ェーピン)」と総称しています。一般選手対象に運用していたシステ

ムを、ジュニア選手に拡大することになりました。全国ジュニア選

手のデータベースを構築し、ジュニア選手のエントリーや試合結果

を管理し、ランキングを算出していきます。 

2. ジュニア JPIN 運用のねらい 

・フェア 全国ジュニアランキングにより、全国の選手を統一の

尺度によりフェアに競い合うことができます。合わせて、過去の

対戦結果の参照、ランキングの推移、ネットでの大会情報の入

手、ネットエントリー(予定)等の様々なサービスを提供します。 

・グローバル 全国ランキングは、国際テニス連盟（ITF）の Jr.

ランキングと連携し「世界基準」の環境を提供します。これによ

り国際大会出場時のデメリットを解消します。 

・チームワーク 大会運営ソフトやランキングシステムにより、

大会運営が効率化されます。選手データベースを活用し、効果的な普及育成事業の推進。フェアプレ

イ、アンチドーピング、熱中症事故防止等の情報を提供します。 

3. 地域・県協のジュニア登録との関係 

ジュニア JPIN は、一般の場合と異なり都道府県で運用されてい

るジュニア選手登録と一体となっています。選手のみなさんは

都道府県協会へ登録することで選手登録番号を取得することが

できます。JTA へ選手登録費の追加支払は必要ありません。（一

般の JTA ランキング対象大会に出場する場合は、別途一般選手

登録(有料)が必要です。）選手登録番号は、都道府県テニス協会

に登録申請後、日本テニス協会が発行し、都道府県テニス協会

を通じて各選手に通知されます。 

4. ジュニア JPIN 開始に伴う費用負担のお願い 

ジュニア JPIN の運用にはシステムの再構築が必要となりました。運用開始時の登録者数は、一般選手

のおよそ 10 倍です。最終的にはさらにこの 4 倍～5 倍に達することを予定しています。この規模のシ

ステム運用には相応のコストが発生します。そこで、本格運用する 2019 年度より JTA ジュニアランキ

ング対象大会に出場する選手に、一定額の負担をお願いすることになりました。ご理解いただきますよ

うよろしくお願いします。 


